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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基地局であって、
　当該基地局と端末装置との両方が取得可能な第１の情報であって端末装置間で共通した
時間を示す時間情報を含む前記第１の情報を取得する情報取得部と、
　前記第１の情報に基づき、複数の送信ビームの候補から、前記端末装置への送信のため
の送信ビームを選択するビーム選択部と、
を備え、
　前記時間情報は、システムフレーム番号、サブフレーム番号、スロット番号、及びミニ
スロット番号のうちの少なくとも１つを含む、基地局。
【請求項２】
　基地局であって、
　当該基地局と端末装置との両方が取得可能な第１の情報であって、前記端末装置に固有
の情報を含む前記第１の情報を取得する情報取得部と、
　前記第１の情報に基づき、複数の送信ビームの候補から、前記端末装置への送信のため
の送信ビームを選択するビーム選択部と、
を備える基地局。
【請求項３】
　前記端末装置に固有の前記情報は、前記端末装置への送信に使用される無線リソースに
関するリソース情報を含む、請求項２記載の基地局。
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【請求項４】
　前記無線リソースは、前記端末装置への制御情報の送信に使用される制御チャネルの無
線リソース、又は、前記端末装置へのデータの送信に使用されるデータチャネルの無線リ
ソースである、請求項３記載の基地局。
【請求項５】
　基地局と端末装置との両方が取得可能な第１の情報であって端末装置間で共通した時間
を示す時間情報を含む前記第１の情報を取得することと、
　前記第１の情報に基づき、複数の送信ビームの候補から、前記端末装置への送信のため
の送信ビームを選択することと、
を含み、
　前記時間情報は、システムフレーム番号、サブフレーム番号、スロット番号、及びミニ
スロット番号のうちの少なくとも１つを含む方法。
【請求項６】
　基地局と端末装置との両方が取得可能な第１の情報であって前記端末装置に固有の情報
を含む前記第１の情報を取得することと、
　前記第１の情報に基づき、複数の送信ビームの候補から、前記端末装置への送信のため
の送信ビームを選択することと、
を含む方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線アクセスネットワーク経由でのデータの送受信に関連する基地局、端末
装置、方法、プログラム、及び記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　３ＧＰＰ（Third Generation Partnership Project）における第５世代（５Ｇ）の規格
に準拠したシステムでは、基地局が高周波数帯でビームフォーミングを行うことで、遠距
離の端末装置に対して高いゲインでデータを送信することが検討されている。ビームフォ
ーミングを行う場合、例えば、端末装置は、基地局の送信ビームに対して受信品質を向上
させるように適切な受信ビームを形成する。また、例えば、非特許文献１、２には、基地
局と端末との両方で、送信ビームと受信ビームとのペア（ビームペアともいう。）を複数
管理することで、ビームペアに生じ得るブロッキングなどに対するロバスト性を向上させ
ることが記載されている。
【０００３】
　上述した適切な受信ビームを形成するための手法として、例えば非特許文献３には、基
地局が複数の送信ビームを用いて参照信号を送信し、端末装置が受信ビームを各送信ビー
ムの受信品質が最適になるように調整した上で、各送信ビームの受信品質を測定すること
が記載されている。また、非特許文献３には、端末装置が、受信品質の測定結果に基づき
、好ましいＮ個の送信ビームを選択し、基地局側に送信ビーム識別子(オプションとして
受信品質等も)をフィードバックすることが記載されている。この結果、非特許文献３に
記載された手法では、基地局は端末装置毎にＮ個の送信ビーム識別子を保持する。また、
端末装置も同様にＮ個の送信ビーム識別子を保持し、さらに、各々の送信ビームに適した
受信ビームに関する情報を保持する。このようにして、基地局と端末装置との間で予め複
数個の送信ビームに関する情報(送信ビーム識別子、受信品質等)を共有することができる
。
【０００４】
　さらに、ビームフォーミングを行う場合、制御情報等の送信に用いられる物理チャネル
であるＰＤＣＣＨ（Physical Downlink Control Channel）と、データ等の送信に用いら
れる物理チャネルであるＰＤＳＣＨ（Physical Downlink Shared Channel）とで異なる送
信ビームを用いることが検討されている。一例として、非特許文献４には、ＰＤＣＣＨと
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ＰＤＳＣＨで異なるビームを使用することが記載されている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】3GPP technical document R1-1612347, Ericsson, “On robust beam m
anagement”, 3GPP TSG-RAN WG1 Meeting #87, Reno, USA, 14-18 November 2016
【非特許文献２】3GPP technical document R1-1612641, InterDigital Communications,
 “Considerations on Beam Recovery for NR”, 3GPP TSG-RAN WG1 Meeting #87, Reno,
 USA, 14-18 November 2016
【非特許文献３】3GPP technical document R1-1610239, Nokia, Alcatel-Lucent Shangh
ai Bell, “On beam management in NR - procedures”, 3GPP TSG-RAN WG1 Meeting #86
bis, Lisbon, Portugal, 10-14 October 2016
【非特許文献４】3GPP technical document R1-1611386, CATT, “Beamforming for data
 and control channel”, 3GPP TSG-RAN WG1 Meeting #87, Reno, USA, 14-18 November 
2016
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述したビームフォーミングを行う場合、例えば次のような理由から、端末装置は、基
地局が使用する送信ビームを迅速に識別する必要がある。
【０００７】
　具体的に、基地局からの送信ビームが瞬断した場合、言い換えれば送信ビームが端末装
置まで十分に届かない場合、基地局は送信ビームを迅速に切り替える必要がある。このよ
うな切り替えに応じて、端末装置は、送信ビームを迅速に識別する必要がある。
【０００８】
　例えば、基地局がＤＣＩ（Downlink Control Information）のような制御情報の中で送
信ビームの識別子を端末装置に送信することで、端末装置は、送信ビームを迅速に識別す
ることができる。
【０００９】
　しかしながら、上述したＤＣＩのような制御情報を用いると、多大な無線リソースが使
用され得る。言い換えれば、オーバーヘッドが大きくなり得る。
【００１０】
　そこで、本発明の目的は、無線リソースの使用を抑えつつ、基地局により使用されるビ
ームを端末装置が識別することを可能にすることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の第１の基地局は、当該基地局と端末装置との両方が取得可能であって通信品質
情報および前記端末装置への送信のための送信ビームを示す識別子のいずれでもない取得
可能情報を取得する情報取得部と、前記取得可能情報に基づき、複数の送信ビームの候補
から、前記端末装置への送信のための送信ビームを選択するビーム選択部と、を備える。
【００１２】
　本発明の第１の端末装置は、基地局と当該端末装置との両方が取得可能であって通信品
質情報および当該端末装置への送信のための送信ビームを示す識別子のいずれでもない取
得可能情報を取得する情報取得部と、前記取得可能情報に基づき、複数の送信ビームの候
補から、当該端末装置への送信のための送信ビームであって、前記基地局により選択され
る前記送信ビームを識別するビーム識別部と、を備える。
【００１３】
　本発明の第１の方法は、基地局と端末装置との両方が取得可能であって通信品質情報お
よび前記端末装置への送信のための送信ビームを示す識別子のいずれでもない取得可能情
報を取得することと、前記取得可能情報に基づき、複数の送信ビームの候補から、前記端
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末装置への送信のための送信ビームを選択することと、を含む。
【００１４】
　本発明の第２の方法は、基地局と端末装置との両方が取得可能であって通信品質情報お
よび前記端末装置への送信のための送信ビームを示す識別子のいずれでもない取得可能情
報を取得することと、前記取得可能情報に基づき、複数の送信ビームの候補から、前記端
末装置への送信のための送信ビームであって、前記基地局により選択される前記送信ビー
ムを識別することと、を含む。
【００１５】
　本発明の第１のプログラムは、基地局と端末装置との両方が取得可能であって通信品質
情報および前記端末装置への送信のための送信ビームを示す識別子のいずれでもない取得
可能情報を取得することと、前記取得可能情報に基づき、複数の送信ビームの候補から、
前記端末装置への送信のための送信ビームを選択することと、をプロセッサに実行させる
ためのプログラムである。
【００１６】
　本発明の第２のプログラムは、基地局と端末装置との両方が取得可能であって通信品質
情報および前記端末装置への送信のための送信ビームを示す識別子のいずれでもない取得
可能情報を取得することと、前記取得可能情報に基づき、複数の送信ビームの候補から、
前記端末装置への送信のための送信ビームであって、前記基地局により選択される前記送
信ビームを識別することと、をプロセッサに実行させるためのプログラムである。
【００１７】
　本発明の第１の記録媒体は、基地局と端末装置との両方が取得可能であって通信品質情
報および前記端末装置への送信のための送信ビームを示す識別子のいずれでもない取得可
能情報を取得することと、前記取得可能情報に基づき、複数の送信ビームの候補から、前
記端末装置への送信のための送信ビームを選択することと、をプロセッサに実行させるた
めのプログラムを記録したコンピュータに読み取り可能な非一時的記録媒体である。
【００１８】
　本発明の第２の記録媒体は、基地局と端末装置との両方が取得可能であって通信品質情
報および前記端末装置への送信のための送信ビームを示す識別子のいずれでもない取得可
能情報を取得することと、前記取得可能情報に基づき、複数の送信ビームの候補から、前
記端末装置への送信のための送信ビームであって、前記基地局により選択される前記送信
ビームを識別することと、をプロセッサに実行させるためのプログラムを記録したコンピ
ュータに読み取り可能な非一時的記録媒体である。
【００１９】
　本発明の第２の基地局は、端末装置に信号を送信するための送信ビームを選択するため
の複数の送信ビーム選択手法のうちの１つの送信ビーム選択手法を使用することを示す指
示情報を取得する情報取得部と、前記指示情報を、端末装置に送信する送信処理部と、を
備える。
【００２０】
　本発明の第２の端末装置は、基地局が前記端末装置に信号を送信するための送信ビーム
を選択するための複数の送信ビーム選択手法のうちの１つの送信ビーム選択手法を使用す
ることを示す指示情報を、前記基地局から受信する受信処理部と、前記指示情報に基づい
て、前記基地局により選択される送信ビームを識別するビーム選択部と、を備える。
【００２１】
　本発明の第３の方法は、端末装置に信号を送信するための送信ビームを選択するための
複数の送信ビーム選択手法のうちの１つの送信ビーム選択手法を使用することを示す指示
情報を取得することと、前記指示情報を、端末装置に送信することと、を含む。
【００２２】
　本発明の第４の方法は、基地局が前記端末装置に信号を送信するための送信ビームを選
択するための複数の送信ビーム選択手法のうちの１つの送信ビーム選択手法を使用するこ
とを示す指示情報を、前記基地局から受信することと、前記指示情報に基づいて、前記基
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地局により選択される送信ビームを識別することと、を含む。
【００２３】
　本発明の第３のプログラムは、端末装置に信号を送信するための送信ビームを選択する
ための複数の送信ビーム選択手法のうちの１つの送信ビーム選択手法を使用することを示
す指示情報を取得することと、前記指示情報を、端末装置に送信することと、をプロセッ
サに実行させるためのプログラムである。
【００２４】
　本発明の第４のプログラムは、基地局が前記端末装置に信号を送信するための送信ビー
ムを選択するための複数の送信ビーム選択手法のうちの１つの送信ビーム選択手法を使用
することを示す指示情報を、前記基地局から受信することと、前記指示情報に基づいて、
前記基地局により選択される送信ビームを識別することと、をプロセッサに実行させるた
めのプログラムである。
【００２５】
　本発明の第３の記録媒体は、端末装置に信号を送信するための送信ビームを選択するた
めの複数の送信ビーム選択手法のうちの１つの送信ビーム選択手法を使用することを示す
指示情報を取得することと、前記指示情報を、端末装置に送信することと、をプロセッサ
に実行させるためのプログラムを記録したコンピュータに読み取り可能な非一時的記録媒
体である。
【００２６】
　本発明の第４の記録媒体は、基地局が前記端末装置に信号を送信するための送信ビーム
を選択するための複数の送信ビーム選択手法のうちの１つの送信ビーム選択手法を使用す
ることを示す指示情報を、前記基地局から受信することと、前記指示情報に基づいて、前
記基地局により選択される送信ビームを識別することと、をプロセッサに実行させるため
のプログラムを記録したコンピュータに読み取り可能な非一時的記録媒体である。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明によれば、無線リソースの使用を抑えつつ、基地局により使用されるビームを端
末装置が識別することが可能になる。なお、本発明により、当該効果の代わりに、又は当
該効果とともに、他の効果が奏されてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】図１は、ビームフォーミングについて説明するための概略図である。
【図２】図２（Ａ）は、制御情報等の送信に用いられる物理チャネルであるＰＤＣＣＨの
ために検討されている送信ビームについて説明するための図である。図２（Ｂ）は、デー
タ等の送信に用いられる物理チャネルであるＰＤＳＣＨのために検討されている送信ビー
ムについて説明するための図である。
【図３】図３は、本発明の実施形態に係るシステム１の概略的な構成の一例を示す説明図
である。
【図４】図４は、第１の実施形態に係る基地局１００の概略的な構成の例を示すブロック
図である。
【図５】図５は、第１の実施形態に係る端末装置２００の概略的な構成の例を示すブロッ
ク図である。
【図６】図６は、第１の実施形態に係る基地局１００における処理の概略的な流れの例を
説明するためのフローチャートである。
【図７】図７は、第１の実施形態に係る端末装置２００における処理の概略的な流れの例
を説明するためのフローチャートである。
【図８】図８は、第２の実施形態に係る基地局１００の概略的な構成の例を示すブロック
図である。
【図９】図９は、第２の実施形態に係る端末装置２００の概略的な構成の例を示すブロッ
ク図である。
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【図１０】図１０は、第２の実施形態に係る基地局１００における処理の概略的な流れの
例を説明するためのフローチャートである。
【図１１】図１１は、第２の実施形態に係る端末装置２００における処理の概略的な流れ
の例を説明するためのフローチャートである。
【図１２】図１２は、第３の実施形態に係る基地局１００の概略的な構成の例を示すブロ
ック図である。
【図１３】図１３は、第３の実施形態に係る端末装置２００の概略的な構成の例を示すブ
ロック図である。
【図１４】図１４は、第４の実施形態に係る基地局１００の概略的な構成の例を示すブロ
ック図である。
【図１５】図１５は、第４の実施形態に係る端末装置２００の概略的な構成の例を示すブ
ロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　以下、添付の図面を参照して本発明の実施形態を詳細に説明する。なお、本明細書及び
図面において、同様に説明されることが可能な要素については、同一の符号を付すること
により重複説明が省略され得る。
【００３０】
　説明は、以下の順序で行われる。
　１．関連技術
　２．本発明の実施形態の概要
　３．本発明の実施形態に係るシステムの構成
　４．第１の実施形態
　　４．１．基地局の構成
　　４．２．端末装置の構成
　　４．３．技術的特徴
　５．第２の実施形態
　　５．１．基地局の構成
　　５．２．端末装置の構成
　　５．３．技術的特徴
　６．第３の実施形態
　　６．１．基地局の構成
　　６．２．端末装置の構成
　　６．３．技術的特徴
　７．第４の実施形態
　　７．１．基地局の構成
　　７．２．端末装置の構成
　　７．３．技術的特徴
　８．他の形態
【００３１】
　＜＜１．関連技術＞＞
　本実施形態に関連する技術として３ＧＰＰで想定されているビームフォーミングを説明
する。
【００３２】
　３ＧＰＰにおける第５世代（５Ｇ）の規格に準拠したシステムでは、高周波数帯でビー
ムフォーミングを行うことで、基地局が遠距離の端末装置に対して高いゲインでデータを
送信することが検討されている。ビームフォーミングを行う場合、端末装置は、基地局の
送信ビームに対して受信品質を向上させるように適切な受信ビームを形成するため、例え
ば、次のような処理が行われる。
【００３３】
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　まず、図１に示すように、基地局１０が複数の送信ビームを用いて参照信号を端末装置
２０に送信し、端末装置２０が受信ビームを各送信ビームの受信品質が最適になるように
調整した上で、各送信ビームの受信品質を測定する。続いて、端末装置２０は、受信品質
の測定結果に基づいて好ましい複数個の送信ビームを選択し、基地局１０側に送信ビーム
識別子をフィードバックする。この結果、基地局１０は端末装置２０毎に複数個の送信ビ
ーム識別子を保持する。また、端末装置２０も同様に複数個の送信ビーム識別子を保持し
、さらに、各々の送信ビームに適した受信ビームに関する情報を保持する。このようにし
て、基地局１０と端末装置２０との間で予め複数個の送信ビームに関する情報(送信ビー
ム識別子、受信品質等)を共有することができる。
【００３４】
　さらに、ビームフォーミングを行う場合、制御情報等の送信に用いられる物理チャネル
であるＰＤＣＣＨと、データ等の送信に用いられる物理チャネルであるＰＤＳＣＨとで異
なる送信ビームを用いることが検討されている。基地局１０は、ＰＤＣＣＨについてはカ
バレッジを優先するために、例えば図２（Ａ）に示すような幅の広いビームＢ１で送信し
、ＰＤＳＣＨについてはゲインを優先するために、例えば図２（Ｂ）に示すような幅の狭
いビームＢ２で送信するといった使い分けを行うことが検討されている。
【００３５】
　＜＜２．本発明の実施形態の概要＞＞
　（１）技術的課題
　上述したビームフォーミングを行う場合、例えば次のような理由から、端末装置は、基
地局が使用する送信ビームを迅速に識別する必要がある。
【００３６】
　具体的に、基地局からの送信ビームが瞬断した場合、言い換えれば送信ビームが端末装
置まで十分に届かない場合、基地局は送信ビームを迅速に切り替える必要がある。このよ
うな切り替えに応じて、端末装置は、送信ビームを迅速に識別する必要がある。
【００３７】
　とりわけ、図２に示したように、ＰＤＣＣＨとＰＤＳＣＨで異なる送信ビームを用いる
ような場合には、ＰＤＣＣＨで使用する送信ビームは幅の広いビームを使用するため安定
して受信成功する一方、ＰＤＳＣＨで使用する送信ビームは幅の狭いビームを使用するた
め受信失敗が頻発し得る。このため、基地局は、ＰＤＳＣＨで使用する送信ビームを迅速
に切り替えることで、受信失敗が頻発し得る状態から受信成功する状態にできるだけ早く
移行する必要がある。このように送信ビームを迅速に切り替える場合には、端末装置は、
ＰＤＳＣＨで使用する送信ビームを迅速に識別しなければならない。
【００３８】
　そこで、基地局がＰＤＣＣＨの中のＤＣＩで送信ビームの識別子を端末装置に送信する
ことで、端末装置は、ＰＤＳＣＨで用いる送信ビームを迅速に識別することができる。こ
こで、ＤＣＩは、対応するＰＤＳＣＨのマッピング情報、変調情報などのＰＤＳＣＨをデ
コードするための情報を含むダウンリンク制御情報であり、ＰＤＣＣＨ上で送信される。
【００３９】
　しかしながら、上述したＤＣＩに送信ビームの識別子を含めると、ＤＣＩの総ビット数
が増大し多大な無線リソースが使用され得る。言い換えれば、オーバーヘッドが大きくな
り得る、といった課題がある。
【００４０】
　本発明の実施形態の目的は、無線リソースの使用を抑えつつ、基地局により使用される
送信ビームを端末装置が識別することを可能することにある。
【００４１】
　（２）技術的特徴
　本発明の実施形態によれば、例えば、基地局は、基地局と端末装置との両方が取得可能
であって通信品質情報および端末装置への送信のための送信ビームを示す識別子のいずれ
でもない取得可能情報を取得し、取得可能情報に基づき、複数の送信ビームの候補から、
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端末装置への送信のための送信ビームを選択する。
【００４２】
　また、本発明の実施形態によれば、例えば、端末装置は、上記取得可能情報を取得し、
取得可能情報に基づき、複数の送信ビームの候補から、端末装置への送信のための送信ビ
ームであって、基地局により選択される送信ビームを識別する。
【００４３】
　これにより、例えば、無線リソースの使用を抑えつつ、基地局により使用される送信ビ
ームを端末装置が識別することが可能になる。
【００４４】
　なお、上述した技術的特徴は本発明の実施形態の具体的な一例であり、当然ながら、本
実施形態は上述した技術的特徴に限定されない。
【００４５】
　＜＜３．本発明の実施形態に係るシステムの構成＞＞
　図３を参照して、本実施形態に係るシステム１の構成の例を説明する。図３は、本発明
の実施形態に係るシステム１の概略的な構成の一例を示す説明図である。図３を参照する
と、システム１は、基地局１００、及び端末装置２００を含む。
【００４６】
　例えば、システム１は、３ＧＰＰの規格（standard）に準拠したシステムである。より
具体的には、システム１は、第５世代（５Ｇ）の規格に準拠したシステムである。あるい
は、システム１は、ＬＴＥ／ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ／ＬＴＥ－Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｐ
ｒｏ及び／又はＳＡＥ（System Architecture Evolution）、又は第３世代（３Ｇ）の規
格に準拠したＵＭＴＳ（Universal Mobile Telecommunications System）であってもよい
。当然ながら、システム１は、これらの例に限定されない。
【００４７】
　（１）基地局１００
　基地局１００は、端末装置との無線通信を行うノードであり、換言すると無線アクセス
ネットワーク（Radio Access Network：ＲＡＮ）のノードである。例えば、基地局１００
は、ビーム３０を端末装置２００に向けて信号を送信する。また、基地局１００は、ｅＮ
Ｂであってもよく、５ＧにおけるｇＮＢ（generation Node B）及び／又はＴＲＰ（Trans
mission Reception Point）であってもよく、３ＧにおけるＮｏｄｅ　Ｂ及び／又はＲＮ
Ｃ（Radio Network Controller）であってもよい。基地局１００は、複数のユニット（又
は複数のノード）を含んでもよい。当該複数のユニット（又は複数のノード）は、上位の
プロトコルレイヤの処理を行う第１ユニット（又は第１ノード）と、下位のプロトコルレ
イヤの処理を行う第２ユニット（又は第２ノード）とを含んでもよい。一例として、上記
第１ユニットは、中央ユニット（Center/Central Unit：ＣＵ）と呼ばれてもよく、上記
第２のユニットは、分散ユニット（Distributed Unit：ＤＵ）又はアクセスユニット（Ac
cess Unit：ＡＵ）と呼ばれてもよい。別の例として、上記第１ユニットは、デジタルユ
ニット（Digital Unit：ＤＵ）と呼ばれてもよく、上記第２ユニットは、無線ユニット（
Radio Unit：ＲＵ）又はリモートユニット（Remote Unit：ＲＵ）と呼ばれてもよい。上
記ＤＵ（Digital Unit）は、ＢＢＵ（Base Band Unit）であってもよく、上記ＲＵは、Ｒ
ＲＨ（Remote Radio Head）又はＲＲＵ（Remote Radio Unit）であってもよい。当然なが
ら、上記第１ユニット（又は第１のノード）及び上記第２ユニット（又は第２のノード）
の呼称は、この例に限定されない。あるいは、基地局１００は、単一のユニット（又は単
一のノード）であってもよい。この場合に、基地局１００は、上記複数のユニットのうち
の１つ（例えば、上記第１ユニット及び上記第２ユニットの一方）であってもよく、上記
複数のユニットのうちの他のユニット（例えば、上記第１ユニット及び上記第２ユニット
の他方）と接続されていてもよい。
【００４８】
　（２）端末装置２００
　端末装置２００は、基地局との無線通信を行う。例えば、端末装置２００は、基地局１
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００がビーム３０により端末装置２００へ送信した信号を受信する。例えば、端末装置２
００は、ＵＥである。
【００４９】
　＜＜４．第１の実施形態＞＞
　続いて、図４～図７を参照して、本発明の第１の実施形態を説明する。
【００５０】
　＜４．１．基地局の構成＞
　まず、図４を参照して、第１の実施形態に係る基地局１００の構成の例を説明する。図
４は、第１の実施形態に係る基地局１００の概略的な構成の例を示すブロック図である。
図４を参照すると、基地局１００は、無線通信部１１０、記憶部１２０及び処理部１３０
を備える。
【００５１】
　（１）無線通信部１１０
　無線通信部１１０は、信号を無線で送受信する。例えば、無線通信部１１０は、端末装
置からの信号を受信し、端末装置への信号を送信する。
【００５２】
　（２）記憶部１２０
　記憶部１２０は、基地局１００の動作のためのプログラム及びパラメータ、並びに様々
なデータを、一時的に又は恒久的に記憶する。
【００５３】
　（３）処理部１３０
　処理部１３０は、基地局１００の様々な機能を提供する。処理部１３０は、情報取得部
１３１、ビーム選択部１３３、第１送信処理部１３５、第２送信処理部１３７、及び受信
処理部１３９を含む。なお、処理部１３０は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさ
らに含み得る。すなわち、処理部１３０は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得
る。情報取得部１３１、ビーム選択部１３３、第１送信処理部１３５、第２送信処理部１
３７、及び受信処理部１３９の具体的な動作は、後に詳細に説明する。
【００５４】
　例えば、処理部１３０（第１送信処理部１３５）は、無線通信部１１０を介して、送信
ビームにより端末装置（例えば、端末装置２００）への信号を送信する。
【００５５】
　（４）実装例
　無線通信部１１０は、指向性アンテナ及び高周波（Radio Frequency：ＲＦ）回路等に
より実装されてもよい。記憶部１２０は、メモリ（例えば、不揮発性メモリ及び／若しく
は揮発性メモリ）並びに／又はハードディスク等により実装されてもよい。処理部１３０
は、ベースバンド（Baseband：ＢＢ）プロセッサ及び／又は他のプロセッサ等により実装
されてもよい。情報取得部１３１、ビーム選択部１３３、第１送信処理部１３５、第２送
信処理部１３７、及び受信処理部１３９は、同一のプロセッサにより実装されてもよく、
別々に異なるプロセッサにより実装されてもよい。上記メモリ（記憶部１２０）は、この
ようなプロセッサ（チップ）内に含まれてもよい。
【００５６】
　基地局１００は、プログラムを記憶するメモリと、当該プログラムを実行可能な１つ以
上のプロセッサとを含んでもよく、当該１つ以上のプロセッサは、処理部１３０の動作（
情報取得部１３１、ビーム選択部１３３、第１送信処理部１３５、第２送信処理部１３７
、及び受信処理部１３９の動作）を行ってもよい。上記プログラムは、処理部１３０の動
作（情報取得部１３１、ビーム選択部１３３、第１送信処理部１３５、第２送信処理部１
３７、及び受信処理部１３９の動作）をプロセッサに実行させるためのプログラムであっ
てもよい。
【００５７】
　＜４．２．端末装置の構成＞
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　次に、図５を参照して、第１の実施形態に係る端末装置２００の構成の例を説明する。
図５は、第１の実施形態に係る端末装置２００の概略的な構成の例を示すブロック図であ
る。図５を参照すると、端末装置２００は、無線通信部２１０、記憶部２２０及び処理部
２３０を備える。
【００５８】
　（１）無線通信部２１０
　無線通信部２１０は、信号を無線で送受信する。例えば、無線通信部２１０は、基地局
１００からの信号を受信し、基地局１００への信号を送信する。
【００５９】
　（２）記憶部２２０
　記憶部２２０は、端末装置２００の動作のためのプログラム及びパラメータ、並びに様
々なデータを、一時的に又は恒久的に記憶する。
【００６０】
　（３）処理部２３０
　処理部２３０は、端末装置２００の様々な機能を提供する。処理部２３０は、情報取得
部２３１、ビーム識別部２３３、第１受信処理部２３５、第２受信処理部２３７、及び送
信処理部２３９を含む。なお、処理部２３０は、これらの構成要素以外の他の構成要素を
さらに含み得る。すなわち、処理部２３０は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い
得る。情報取得部２３１、ビーム識別部２３３、第１受信処理部２３５、第２受信処理部
２３７、及び送信処理部２３９の具体的な動作は、後に詳細に説明する。
【００６１】
　例えば、処理部２３０（第１受信処理部２３５）は、無線通信部２１０を介して基地局
１００が送信ビームにより端末装置２００へ送信した信号を受信する。
【００６２】
　（４）実装例
　無線通信部２１０は、アンテナ及び高周波（ＲＦ）回路等により実装されてもよい。記
憶部２２０は、メモリ（例えば、不揮発性メモリ及び／若しくは揮発性メモリ）並びに／
又はハードディスク等により実装されてもよい。処理部２３０は、ベースバンド（ＢＢ）
プロセッサ及び／又は他のプロセッサ等により実装されてもよい。情報取得部２３１、ビ
ーム識別部２３３、第１受信処理部２３５、第２受信処理部２３７、及び送信処理部２３
９は、同一のプロセッサにより実装されてもよく、別々に異なるプロセッサにより実装さ
れてもよい。上記メモリ（記憶部２２０）は、このようなプロセッサ（チップ）内に含ま
れてもよい。
【００６３】
　端末装置２００は、プログラムを記憶するメモリと、当該プログラムを実行可能な１つ
以上のプロセッサとを含んでもよく、当該１つ以上のプロセッサは、処理部２３０の動作
（情報取得部２３１、ビーム識別部２３３、第１受信処理部２３５、第２受信処理部２３
７、及び送信処理部２３９の動作）を行ってもよい。上記プログラムは、処理部２３０の
動作（情報取得部２３１、ビーム識別部２３３、第１受信処理部２３５、第２受信処理部
２３７、及び送信処理部２３９の動作）をプロセッサに実行させるためのプログラムであ
ってもよい。
【００６４】
　＜４．３．技術的特徴＞
　次に、第１の実施形態の技術的特徴を説明する。
　－基地局
　基地局１００（情報取得部１３１）は、基地局１００と端末装置２００との両方が取得
可能な情報であって通信品質情報および送信ビームの識別子のいずれでもない取得可能情
報を取得する。そして、基地局１００（ビーム選択部１３３）は、上記取得可能情報に基
づき、複数の送信ビームの候補から、端末装置２００への送信のための送信ビームを選択
する。さらに、基地局１００（第１送信処理部１３５）は、選択した送信ビームにより端
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末装置２００への信号を送信する。上記送信ビームは、例えば、端末装置２００へのデー
タチャネルでの送信のための送信ビームである。
【００６５】
　－端末装置
　端末装置２００（情報取得部２３１）は、基地局１００と端末装置２００との両方が取
得可能であって通信品質情報および送信ビームを示す識別子ではない取得可能情報を取得
する。そして、端末装置２００（ビーム識別部２３３）は、上記取得可能情報に基づき、
複数の送信ビームの候補から、端末装置２００への送信のための送信ビームであって、基
地局１００により選択される送信ビームを識別する。さらに、端末装置２００（第１受信
処理部２３５）は、基地局１００により選択される送信ビームに対する受信品質が最適と
なるように受信ビームを調整し、基地局１００から送信された信号を受信する。
【００６６】
　（１）取得可能情報
　取得可能情報は、上述したように、基地局１００と端末装置２００との両方が取得可能
な情報であって、選択された送信ビームを直接示す識別子ではなく、端末装置２００によ
り測定される受信品質を示す受信品質情報でもない。具体的には、上記取得可能情報は、
例えば次にあげる情報が含まれる。
【００６７】
　－端末装置間で共通の共通情報
　上記取得可能情報は、例えば端末装置間で共通の共通情報を含む。
【００６８】
　第１の例として、端末装置間で共通の共通情報は、時間を示す時間情報を含み、例えば
、システムフレーム番号、サブフレーム番号、スロット番号、及びミニスロット番号のう
ちの少なくとも１つを含む。
【００６９】
　第２の例として、端末装置間で共通の共通情報は、基地局１００に接続される端末装置
間で共通の情報を含んでもよく、当該情報は、基地局１００の識別情報（例えばＴＲＰ　
ＩＤ）であってもよい。
【００７０】
　第３の例として、端末装置間で共通の共通情報は、同一のセル内で通信する端末装置間
で共通の情報を含んでもよく、当該情報は、セルの識別情報（例えばＰＣＩ（Physical C
ell Identity））であってもよい。
【００７１】
　なお、当然ながら、上記共通情報は上述した例に限定されない。
【００７２】
　－端末装置に固有の情報
　上記取得可能情報は、例えば端末装置２００に固有の情報（以下「端末固有情報」と呼
ぶ）を含んでもよい。
【００７３】
　第１の例として、端末固有情報は、端末装置２００への送信に使用される無線リソース
に関するリソース情報を含む。具体的に、上記無線リソースは、端末装置２００への制御
情報の送信に使用される制御チャネルの無線リソース、又は、端末装置２００へのデータ
の送信に使用されるデータチャネルの無線リソースである。ここで、上記制御チャネルは
、例えばＰＤＣＣＨであり、上記データチャネルは、例えばＰＤＳＣＨである。なお、上
記制御チャネルは、ＮＲ－ＰＤＣＣＨ（New Radio-Physical Downlink Control Channel
）であってもよく、上記データチャネルは、ＮＲ－ＰＤＳＣＨ（New Radio-Physical Dow
nlink Shared Channel）であってもよい。また、上記リソース情報は、具体的には、例え
ばＣＣＥ（Control Channel Element）の開始インデックス、ＰＲＢ（Physical Resource
 Block）の開始番号、及びＯＦＤＭ（Orthogonal Frequency Division Multiplexing）シ
ンボル番号のうちの少なくとも１つを含んでもよい。なお、上記リソース情報は、ＮＲ－
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ＣＣＥ（New Radio-Control Channel Element）の開始インデックスを含んでもよい。
【００７４】
　第２の例として、端末固有情報は、端末装置２００への送信に使用される再送制御プロ
セスの識別情報を含んでもよい。上記再送制御プロセスは、例えば、ＨＡＲＱ（Hybrid A
utomatic Repeat reQuest）プロセスである。
【００７５】
　第３の例として、端末固有情報は、端末装置２００の識別情報であってもよい。具体的
に、例えば、端末装置２００の識別情報は、端末装置２００のＲＮＴＩ（Radio Network 
Temporary Identifier）である。
【００７６】
　－オフセット値
　上記取得可能情報は、オフセット値を含んでもよい。オフセット値を含むことにより、
具体的には後述するように、同じ送信ビームを繰り返し選択することを防ぐことができる
。このオフセット値は、端末装置間で共通の情報であってもよく、又は、端末装置２００
に固有の情報であってもよい。
【００７７】
　（２）ビーム選択およびビーム識別
　基地局１００（ビーム選択部１３３）は、複数の送信ビームの候補の中から、端末装置
２００への信号の送信に使用する送信ビームを選択する。また、端末装置２００（ビーム
識別部２３３）も、基地局１００（ビーム選択部１３３）と同様に、複数の送信ビームの
候補の中から、端末装置２００への信号の送信に使用される送信ビームを識別する。
【００７８】
　なお、選択または識別される送信ビームは、１つでも、複数であってもよい。また、制
御チャネルおよびデータチャネルのそれぞれにおいて、異なる送信ビームが選択または識
別されてもよい。
【００７９】
　ここで、複数の送信ビームの候補は、例えば次のような方法により基地局１００と端末
装置２００との間で事前に共有される複数個の送信ビームであって、具体的には、０～Ｎ
－１のインデックスが付けられたＮ個（Ｎは２以上の整数）の送信ビームである。まず、
基地局１００が複数の送信ビームを用いて参照信号を端末装置２００に送信し、端末装置
２００が受信ビームを各送信ビームの受信品質が最適になるように調整した上で、各送信
ビームの受信品質を測定する。続いて、端末装置２００は、受信品質の測定結果に基づい
て好ましいＮ個の送信ビームを選択し、基地局１００側に送信ビーム識別子をフィードバ
ックする。このようにして、Ｎ個（Ｎは２以上の整数）の送信ビームが、基地局１００と
端末装置２００との間で供給される。
【００８０】
　次に、ビーム選択及びビーム識別に関する具体例について説明する。
【００８１】
　（２－１）時間を示す時間情報を用いた例
　時間を示す時間情報を用いる場合、例えば、基地局１００（ビーム選択部１３３）は、
下記（１）式の算出により、端末装置２００への信号の送信に使用する送信ビームを選択
することができる。
　使用する送信ビーム＝［時間インデックス］ｍｏｄ　Ｎ　・・・（１）
【００８２】
　より具体的には、スロット番号、ミニスロット番号など、ＰＤＳＣＨの再送間隔より非
常に短い周期でインクリメントされる時間を示す情報を上記式（１）に当てはめて、送信
に使用する送信ビームを選択することができる。これにより、送信ビームがほぼランダム
に選択されるため、送信ビームのランダム化によるダイバーシチ効果が得られる。
【００８３】
　また、システムフレーム番号、サブフレーム番号など、ＰＤＳＣＨの再送間隔に近い周
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期でインクリメントされる時間を示す情報を上記（１）式に当てはめて、送信に使用する
送信ビームを選択することができる。これにより、送信ビームがある程度の規則性をもっ
て選択されるため、送信ビームの周期的な切替えによるダイバーシチ効果が得られる。
【００８４】
　（２－２）ＰＤＣＣＨの無線リソース情報を用いた例
　ＰＤＣＣＨの無線リソース情報を用いる場合、例えば、基地局１００（ビーム選択部１
３３）は、下記（２）式の算出により、端末装置２００への信号の送信に使用する送信ビ
ームを選択することができる。
　使用する送信ビーム＝［ＰＤＣＣＨの無線リソース情報］ｍｏｄ　Ｎ　・・・（２）
【００８５】
　具体的に、基地局１００（ビーム選択部１３３）は、まず、使用する送信ビームを決定
し、上記（２）式を満たすように、ＰＤＣＣＨの無線リソース情報を決定する。ＰＤＣＣ
Ｈの無線リソース情報の具体例として、例えばＣＣＥの開始インデックスを決定すること
で、任意の送信ビームを選択することができる。
【００８６】
　（２－３）再送制御プロセスの識別情報または端末装置の識別情報を用いた例
　上述したＨＡＲＱプロセスの識別情報などの再送制御プロセスの識別情報は、ＰＤＳＣ
Ｈの初送時及び再送時で同一である。そこで、再送制御プロセスの識別情報を用いる場合
、例えば、基地局１００（ビーム選択部１３３）は、下記（３）式の算出により、端末装
置２００への信号の送信に使用する送信ビームを選択することができる。
　使用する送信ビーム＝（［時間を示す情報］＋ＨＡＲＱプロセスの識別情報）ｍｏｄ　
Ｎ　・・・（３）
【００８７】
　また、上述したＲＮＴＩなどの端末装置の識別情報も、ＰＤＳＣＨの初送時及び再送時
で同一である。そこで、端末装置の識別情報を用いる場合、例えば、基地局１００（ビー
ム選択部１３３）は、下記（４）式の算出により、端末装置２００への信号の送信に使用
する送信ビームを選択することができる。
　使用する送信ビーム＝（［ＰＤＣＣＨの無線リソース情報］＋ＲＮＴＩ）ｍｏｄ　Ｎ　
・・・（４）
【００８８】
　上記（３）式または（４）式のように、再送制御プロセスの識別情報または端末装置の
識別情報に、時間を示す情報またはＰＤＣＣＨの無線リソース情報と組み合わせることで
、複数の端末装置について送信ビームを選択する場合に、時間を示す情報又はＰＤＣＣＨ
の無線リソース情報について同じ情報が選択されることを防ぐことができる。すなわち、
基地局１００が複数の端末装置に同一の送信ビーム識別子を使用する場合でも、時間を示
す情報またはＰＤＣＣＨの無線リソース情報について異なる情報を使用することが可能と
なり、結果的に異なる時間－周波数リソースが使用されることとなる。つまり、無線リソ
ースの分散を図ることが可能となる。
【００８９】
　（２－４）オフセット値を用いた例
　上記取得可能情報がオフセット値を含む場合、基地局１００（ビーム選択部１３３）は
、オフセット値と、過去に選択された送信ビームの識別情報とに基づき、複数の送信ビー
ムの候補から、送信ビームを選択する。
【００９０】
　具体的に、基地局１００（ビーム選択部１３３）は、（システムフレーム番号　ｍｏｄ
　（Ｎ－１））＋１）の算出結果を用いて、過去に選択された送信ビームの識別情報をオ
フセットする。より具体的には下記（５）式の算出により、端末装置２００への信号の送
信に使用する送信ビームを選択することができる。
　（（（システムフレーム番号　ｍｏｄ　（Ｎ－１））＋１）＋過去に選択された送信ビ
ームの識別情報）　ｍｏｄ　Ｎ　・・・（５）
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　このようにして、送信ビームを選択することにより、現在使用している送信ビームを続
けて使用しないように制限することができる。
【００９１】
　（３）ビーム選択手法の切り替え
　－基地局
　基地局１００（第２送信処理部１３７）は、上記取得可能情報に基づき基地局１００が
送信ビームを選択することを示す第１の指示情報を端末装置２００へ送信する。
【００９２】
　一例として、上記第１の指示情報は、例えば１ビットの情報であり、０である場合には
上記取得可能情報に基づき基地局１００が送信ビームを選択することを示し、１である場
合には上述したＮ個の送信ビームの中の最も品質の良い送信ビーム（以下、ベストビーム
ともいう。）を選択することを示す。
【００９３】
　基地局１００は、新しい送信ビームが使われるべきだと判断したときに、第１の指示情
報を端末装置２００に送信してもよい。とりわけ、基地局１００は、基地局１００と端末
装置２００との間のビームペアの瞬断（Beam Pair Link Failure）が起きたときに、第１
の指示情報を端末装置２００に送信してもよい。
【００９４】
　より具体的には、例えば、基地局１００は、ベストビームで端末装置２００に信号を送
信している状態で、例えば基地局１００（受信処理部１３９）が端末装置２００からＮＡ
ＣＫを規定回数受信した場合には、瞬断が発生したと判断する。そして、基地局１００（
第２送信処理部１３７）は、上記取得可能情報に基づき基地局１００が送信ビームを選択
することを示す第１の指示情報（１ビットの値が０を示す情報）を端末装置２００に送信
する。
【００９５】
　－第１の指示情報の送信手法
　基地局１００（第２送信処理部１３７）は、端末装置２００のためのリソース割当て情
報と上記第１の指示情報とを含むダウンリンク制御情報を送信する。上述したように第１
の指示情報を１ビットの情報とすることで、ダウンリンク制御情報のオーバーヘッドを抑
制しながら、基地局１００が上記取得可能情報に基づき送信ビームを選択することを、端
末装置２００に通知することができる。なお、第１の指示情報は、ダウンリンク制御情報
に限らず、ＭＡＣ（Medium Access Control）　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｅｌｅｍｅｎｔ、ＲＲ
Ｃ（Radio Resource Control）メッセージなどによって送信してもよい。
【００９６】
　－端末装置
　端末装置２００（第２受信処理部２３７）は、基地局１００から、上記取得可能情報に
基づき基地局１００が送信ビームを選択することを示す第１の指示情報を受信する。この
ように第１の指示情報を受信することで、端末装置２００（ビーム識別部２３３）は、例
えば、第１の指示情報を受信する直前までベストビームにより基地局１００から信号を受
信していた状態であっても、上記取得可能情報に基づき、複数の送信ビームの候補から送
信ビームを識別することができる。
【００９７】
　（４）処理の流れ
　－基地局
　図６は、第１の実施形態に係る基地局１００における処理の概略的な流れの例を説明す
るためのフローチャートである。
【００９８】
　基地局１００（第２送信処理部１３７）は、第１の指示情報を端末装置２００に送信す
る（Ｓ６０１）。そして、基地局１００は、第１の指示情報の値が０であるか否かを判断
する（Ｓ６０３）。
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【００９９】
　ここで、第１の指示情報が０を示す場合（Ｓ６０３：ＹＥＳ）、つまり、上記取得可能
情報に基づき送信ビームを選択することを示す場合には、基地局１００（情報取得部１３
１）は、上記取得可能情報を取得する（Ｓ６０５）。続いて、基地局１００（ビーム選択
部１３３）は、上記取得可能情報に基づき端末装置２００への送信のための送信ビームを
選択する（Ｓ６０７）。
【０１００】
　一方、第１の指示情報が０ではなく１を示す場合（Ｓ６０３：ＮＯ）、つまり、ベスト
ビームを選択することを示す場合には、基地局１００（ビーム選択部１３３）は、ベスト
ビームを送信ビームに選択する（Ｓ６０９）。
【０１０１】
　そして、基地局１００（第１送信処理部１３５）は、ビーム選択部１３３により選択し
た送信ビームにより端末装置２００への信号を送信する（Ｓ６１１）。
【０１０２】
　－端末装置
　図７は、第１の実施形態に係る端末装置２００における処理の概略的な流れの例を説明
するためのフローチャートである。
【０１０３】
　端末装置２００（第２受信処理部２３７）は、第１の指示情報を基地局１００から受信
する（Ｓ７０１）。そして、端末装置２００は、第１の指示情報の値が０であるか否かを
判断する（Ｓ７０３）。
【０１０４】
　ここで、第１の指示情報が０を示す場合（Ｓ７０３：ＹＥＳ）、つまり、上記取得可能
情報に基づき送信ビームを選択することを示す場合には、端末装置２００（情報取得部２
３１）は、上記取得可能情報を取得する（Ｓ７０５）。続いて、端末装置２００（ビーム
識別部２３３）は、上記取得可能情報に基づき送信ビームを識別する（Ｓ７０７）。
【０１０５】
　一方、第１の指示情報が０ではなく１を示す場合（Ｓ７０３：ＮＯ）、つまり、ベスト
ビームを選択することを示す場合には、端末装置２００（ビーム識別部２３３）は、送信
ビームがベストビームであると識別する（Ｓ７０９）。
【０１０６】
　そして、端末装置２００（第１受信処理部２３５）は、ビーム識別部２３３により識別
された送信ビームに適した受信ビームより基地局１００からの信号を受信する（Ｓ７１１
）。
【０１０７】
　上記図６及び図７に示す処理によれば、無線リソースの使用を抑えつつ、基地局により
使用される送信ビームを端末装置が識別することが可能になる。
【０１０８】
　（５）変形例
　第１の実施形態は、例えば次の変形例に示す処理を組み合わせることができる。
【０１０９】
　（５－１）第１変形例：　第２の指示情報を用いたビーム選択および識別
　－基地局
　基地局１００（第２送信処理部１３７）は、上記取得可能情報に基づき送信ビームを選
択するタイミングを示す第２の指示情報を、端末装置２００に送信してもよい。具体的に
、第２の指示情報が示すタイミングは、即時であってもよく、また、例えばサブフレーム
、ミリ秒等の単位で時間間隔を示すものであってもよい。このタイミングは、例えば、基
地局１００が新しい送信ビームが使われるべきだと判断したとき、基地局１００と端末装
置２００との間のビームペアの瞬断（Beam Pair Link Failure）が起きたとき等を示すも
のであってもよい。
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【０１１０】
　具体的に、基地局１００（第２送信処理部１３７）は、端末装置２００のためのリソー
ス割当て情報と上記第２の指示情報とを含むダウンリンク制御情報を送信する。とりわけ
第２の指示情報として１ビットの情報を用いることで、ダウンリンク制御情報のオーバー
ヘッドを抑制しながら、基地局１００が上記取得可能情報に基づき送信ビームを選択する
タイミングを、端末装置２００に通知することができる。なお、第２の指示情報は、ダウ
ンリンク制御情報に限らず、ＭＡＣ（Medium Access Control）　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｅｌ
ｅｍｅｎｔ、ＲＲＣ（Radio Resource Control）メッセージなどによって送信してもよい
。
【０１１１】
　－端末装置
　端末装置２００（第２受信処理部２３７）は、基地局１００から、上記取得可能情報に
基づき基地局１００が送信ビームを選択するタイミングを示す第２の指示情報を受信する
。そして、第２の指示情報に基づいたタイミングで、端末装置２００（ビーム識別部２３
３）は、上記取得可能情報に基づき送信ビームを識別する。このようにして、端末装置２
００は、第２の指示情報に基づいたタイミングに限って送信ビームを識別するので、第２
の指示情報に基づいたタイミングまでの間は現在識別している送信ビームを維持すること
ができる。さらに、端末装置２００が送信ビームを識別するタイミングは、第２の指示情
報が示すタイミングと同じであってもよいし、また、基地局１００が次に送信ビームを送
信するまでの任意のタイミングであってもよい。このようにして適切なタイミングにのみ
送信ビームを変更することができるので、不要に送信ビームが切り替わることを防止する
ことができる。
【０１１２】
　（５－２）第２変形例：　周期的なビーム選択および識別
　－基地局
　基地局１００（ビーム選択部１３３）は、例えば５、１０無線フレーム置きなど周期的
に、上記取得可能情報に基づき送信ビームを選択してもよい。このように周期的に送信ビ
ームを選択することを端末装置２００に通知するため、基地局１００（第２送信処理部１
３７）は、上記取得可能情報に基づき送信ビームを選択する周期を示す周期情報を端末装
置２００へ送信する。
【０１１３】
　具体的に、基地局１００（第２送信処理部１３７）は、端末装置２００のためのリソー
ス割当て情報と上記周期情報とを含むダウンリンク制御情報を送信する。とりわけ周期情
報として１ビットの情報を用いることで、ダウンリンク制御情報のオーバーヘッドを抑制
しながら、基地局１００が上記取得可能情報に基づき送信ビームを選択する周期を、端末
装置２００に通知することができる。なお、周期情報は、ダウンリンク制御情報に限らず
、ＭＡＣ（Medium Access Control）　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｅｌｅｍｅｎｔ、ＲＲＣ（Radio
 Resource Control）メッセージなどによって送信してもよい。
【０１１４】
　－端末装置
　端末装置２００（第２受信処理部２３７）は、基地局１００から、上記取得可能情報に
基づき送信ビームを選択する周期を示す周期情報を受信する。このような周期情報を受信
することにより、端末装置２００（ビーム識別部２３３）は、周期情報が示す周期ごとに
、上記取得可能情報に基づき送信ビームを識別する。すなわち、端末装置２００は、次の
周期に到達するまでの間は現在識別している送信ビームを維持することができる。このよ
うにして不要に送信ビームが切り替わることを防止することができる。
【０１１５】
　（５－３）第３変形例：　上記取得可能情報の変更に基づくビーム選択および識別
　－基地局
　基地局１００（ビーム選択部１３３）は、上記取得可能情報の変更の度に、上記取得可
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能情報に基づき送信ビームを選択してもよい。すなわち、基地局１００（ビーム選択部１
３３）は、変更後の、上記取得可能情報に基づき、送信ビームを選択してもよい。
【０１１６】
　－端末装置
　端末装置２００（ビーム識別部２３３）も、上記取得可能情報の変更の度に、上記取得
可能情報に基づき送信ビームを選択してもよい。すなわち、端末装置２００（情報取得部
２３１）が上記取得可能情報の変更の度に、端末装置２００（ビーム識別部２３３）は、
変更後の、上記取得可能情報に基づき送信ビームを選択してもよい。このようにして、端
末装置２００は、上記取得可能情報の変更に対応して、基地局１００側で選択される送信
ビームを正確に識別することができる。
【０１１７】
　（５－４）第４変形例：端末装置からの通知情報に基づくビーム選択および識別
　－基地局
　基地局１００（ビーム選択部１３３）は、端末装置２００からの通知情報の受信の度に
、上記取得可能情報に基づき送信ビームを選択してもよい。ここで、通知情報とは、例え
ば、端末装置２００が所定時間（例えば１０ｍｓなど）基地局１００から送信ビームによ
る信号を受信できないことを基地局１００に通知するための情報である。
【０１１８】
　なお、上記通知情報は、端末装置２００が基地局１００から送信ビームによる信号を受
信できたことを基地局１００に通知するための情報であってもよい。この場合には、基地
局１００は、端末装置２００から通知情報を例えば一定時間受信しなかった場合に、上記
取得可能情報に基づき送信ビームを選択してもよい。なお、この場合の通知情報は、端末
装置２００が基地局１００へ周期的に送信してもよい。
【０１１９】
　－端末装置
　端末装置２００（送信処理部２３９）は、上述したように、所定時間（例えば１０ｍｓ
など）基地局１００から送信ビームによる信号を受信できない場合に、受信できないこと
を通知するための通知情報を基地局１００に送信する。そして、端末装置２００（ビーム
識別部２３３）は、端末装置２００が基地局１００へ通知情報を送信する度、より具体的
には送信した通知情報に対するＡＣＫを基地局１００から受信する度に、上記取得可能情
報に基づき送信ビームを識別する。このような通知情報を端末装置２００から基地局１０
０に通知することにより、端末装置２００は、基地局１００から送信される信号が受信で
きない期間を短縮し得る。
【０１２０】
　＜＜５．第２の実施形態＞＞
　続いて、図８乃至図１１を参照して、本発明の第２の実施形態を説明する。
【０１２１】
　＜５．１．基地局の構成＞
　図８を参照して、第２の実施形態に係る基地局１００の構成の例を説明する。図８は、
第２の実施形態に係る基地局１００の概略的な構成の例を示すブロック図である。図８を
参照すると、基地局１００は、無線通信部３１０、記憶部３２０及び処理部３３０を備え
る。
【０１２２】
　（１）無線通信部３１０
　無線通信部３１０は、信号を無線で送受信する。例えば、無線通信部３１０は、端末装
置からの信号を受信し、端末装置への信号を送信する。
【０１２３】
　（２）記憶部３２０
　記憶部３２０は、基地局１００の動作のためのプログラム及びパラメータ、並びに様々
なデータを、一時的に又は恒久的に記憶する。
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【０１２４】
　（３）処理部３３０
　処理部３３０は、基地局１００の様々な機能を提供する。処理部３３０は、情報取得部
３３１、第１送信処理部３３３、ビーム選択部３３５、及び第２送信処理部３３７を含む
。なお、処理部３３０は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。すな
わち、処理部３３０は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。情報取得部３３
１、第１送信処理部３３３、ビーム選択部３３５、及び第２送信処理部３３７の具体的な
動作は、後に詳細に説明する。
【０１２５】
　例えば、処理部３３０（第２送信処理部３３７）は、無線通信部３１０を介して、送信
ビームにより端末装置（例えば、端末装置２００）への信号を送信する。
【０１２６】
　（４）実装例
　無線通信部３１０は、指向性アンテナ及び高周波（Radio Frequency：ＲＦ）回路等に
より実装されてもよい。記憶部３２０は、メモリ（例えば、不揮発性メモリ及び／若しく
は揮発性メモリ）並びに／又はハードディスク等により実装されてもよい。処理部３３０
は、ベースバンド（Baseband：ＢＢ）プロセッサ及び／又は他のプロセッサ等により実装
されてもよい。情報取得部３３１、第１送信処理部３３３、ビーム選択部３３５、及び第
２送信処理部３３７は、同一のプロセッサにより実装されてもよく、別々に異なるプロセ
ッサにより実装されてもよい。上記メモリ（記憶部３２０）は、このようなプロセッサ（
チップ）内に含まれてもよい。
【０１２７】
　基地局１００は、プログラムを記憶するメモリと、当該プログラムを実行可能な１つ以
上のプロセッサとを含んでもよく、当該１つ以上のプロセッサは、処理部３３０の動作（
情報取得部３３１、第１送信処理部３３３、ビーム選択部３３５、及び第２送信処理部３
３７の動作）を行ってもよい。上記プログラムは、処理部３３０の動作（情報取得部３３
１、第１送信処理部３３３、ビーム選択部３３５、及び第２送信処理部３３７の動作）を
プロセッサに実行させるためのプログラムであってもよい。
【０１２８】
　＜５．２．端末装置の構成＞
　次に、図９を参照して、第２の実施形態に係る端末装置２００の構成の例を説明する。
図９は、第２の実施形態に係る端末装置２００の概略的な構成の例を示すブロック図であ
る。図９を参照すると、端末装置２００は、無線通信部４１０、記憶部４２０及び処理部
４３０を備える。
【０１２９】
　（１）無線通信部４１０
　無線通信部４１０は、信号を無線で送受信する。例えば、無線通信部４１０は、基地局
１００からの信号を受信し、基地局１００への信号を送信する。
【０１３０】
　（２）記憶部４２０
　記憶部４２０は、端末装置２００の動作のためのプログラム及びパラメータ、並びに様
々なデータを、一時的に又は恒久的に記憶する。
【０１３１】
　（３）処理部４３０
　処理部４３０は、端末装置２００の様々な機能を提供する。処理部４３０は、第１受信
処理部４３１、ビーム識別部４３３、及び第２受信処理部４３５を含む。なお、処理部４
３０は、これらの構成要素以外の他の構成要素をさらに含み得る。すなわち、処理部４３
０は、これらの構成要素の動作以外の動作も行い得る。第１受信処理部４３１、ビーム識
別部４３３、及び第２受信処理部４３５の具体的な動作は、後に詳細に説明する。
【０１３２】



(19) JP 6809538 B2 2021.1.6

10

20

30

40

50

　例えば、処理部４３０（第１受信処理部４３１）は、無線通信部４１０を介して基地局
１００が送信ビームにより端末装置２００へ送信した信号を受信する。
【０１３３】
　（４）実装例
　無線通信部４１０は、アンテナ及び高周波（ＲＦ）回路等により実装されてもよい。記
憶部４２０は、メモリ（例えば、不揮発性メモリ及び／若しくは揮発性メモリ）並びに／
又はハードディスク等により実装されてもよい。処理部４３０は、ベースバンド（ＢＢ）
プロセッサ及び／又は他のプロセッサ等により実装されてもよい。第１受信処理部４３１
、ビーム識別部４３３、及び第２受信処理部４３５は、同一のプロセッサにより実装され
てもよく、別々に異なるプロセッサにより実装されてもよい。上記メモリ（記憶部４２０
）は、このようなプロセッサ（チップ）内に含まれてもよい。
【０１３４】
　端末装置２００は、プログラムを記憶するメモリと、当該プログラムを実行可能な１つ
以上のプロセッサとを含んでもよく、当該１つ以上のプロセッサは、処理部４３０の動作
（第１受信処理部４３１、ビーム識別部４３３、及び第２受信処理部４３５の動作）を行
ってもよい。上記プログラムは、処理部４３０の動作（第１受信処理部４３１、ビーム識
別部４３３、及び第２受信処理部４３５の動作）をプロセッサに実行させるためのプログ
ラムであってもよい。
【０１３５】
　＜５．３．技術的特徴＞
　次に、第２の実施形態の技術的特徴を説明する。
【０１３６】
　－基地局
　基地局１００（情報取得部３３１）は、端末装置２００に信号を送信するための送信ビ
ームを選択するための複数の送信ビーム選択手法のうちの１つの送信ビーム選択手法を使
用することを示す指示情報を取得する。そして、基地局１００（第１送信処理部３３３）
は、指示情報を、端末装置２００に送信する。さらに、基地局１００（ビーム選択部３３
５）は、指示情報に基づいて送信ビームを選択する。続いて、基地局１００（第２送信処
理部３３７）は、選択した送信ビームにより端末装置２００への信号を送信する。
【０１３７】
　－端末装置
　端末装置２００（第１受信処理部４３１）は、基地局１００から、端末装置２００に信
号を送信するための送信ビームを選択するための複数の送信ビーム選択手法のうちの１つ
の送信ビーム選択手法を使用することを示す指示情報を取得する。そして、端末装置２０
０（ビーム識別部４３３）は、指示情報に基づいて送信ビームを識別する。さらに、端末
装置２００（第２受信処理部４３５）は、基地局１００により選択される送信ビームに対
する受信品質が最適となるように受信ビームを調整し、基地局１００から送信された信号
を受信する。
【０１３８】
　（１）指示情報
　上述したように、上記指示情報は、上記複数の送信ビーム選択手法のうちの１つの送信
ビーム選択手法を使用することを示す情報である。
【０１３９】
　－ビーム選択手法
　例えば、上記複数の送信ビーム選択手法は、例えば、第１の送信ビーム選択手法と第２
の送信ビーム選択手法とを含む。また、例えば、上記１つの送信ビーム選択手法は、第１
の送信ビーム選択手法又は第２の送信ビーム選択手法である。
【０１４０】
　第１の送信ビーム選択手法は、第１の実施形態と同様のビーム選択手法、すなわち、基
地局１００と端末装置２００との両方が取得可能であって通信品質情報および端末装置２
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００への送信のための送信ビームを示す識別子のいずれでもない取得可能情報に基づき、
複数の送信ビームの候補から、端末装置２００への送信のための送信ビームを選択する手
法である。
【０１４１】
　第２の送信ビーム選択手法は、端末装置２００による測定結果に基づき受信品質が最も
良い送信ビーム（以下、ベストビームともいう）を選択する手法である。第２の送信ビー
ム選択手法では、端末装置２００による測定結果に基づいた受信品質を予め基地局１００
と端末装置２００との間で共有することにより、最も受信品質が良い送信ビームが選択お
よび識別される。
【０１４２】
　－指示情報の具体例
　例えば、上記指示情報は、上記１つの送信ビーム選択手法を示す情報である。一例とし
て、上記指示情報は、１ビットの情報であり、０である場合に第１の送信ビーム選択手法
及び第２の送信ビーム選択手法の一方を示し、１である場合に第１の送信ビーム選択手法
及び第２の送信ビーム選択手法の他方を示す。
【０１４３】
　あるいは、上記指示情報は、上記複数の送信ビーム選択手法のうちの他の送信ビーム選
択手法から上記１つの送信ビーム選択手法への切替えを示す情報であってもよい。一例と
して、上記指示情報は、１ビットの情報であり、０である場合に上記１つの送信ビーム選
択手法へ送信ビーム選択手法を切り換えないことを示し、１である場合に上記１つの送信
ビーム選択手法へ送信ビーム選択手法を切り換えることを示してもよい。
【０１４４】
　－指示情報の送信手法
　また、基地局１００（第１送信処理部３３３）は、端末装置２００のためのリソース割
当て情報と上記指示情報とを含むダウンリンク制御情報を送信する。例えば、指示情報は
、１ビットの情報である。とりわけ指示情報を１ビットの情報とすることで、ダウンリン
ク制御情報のオーバーヘッドを抑制しながら、どのようなビーム選択手法を用いるかにつ
いて、端末装置２００に通知することができる。なお、指示情報は、ダウンリンク制御情
報に限らず、ＭＡＣ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｅｌｅｍｅｎｔ、ＲＲＣメッセージなどによって
送信してもよい。
【０１４５】
　（２）処理の流れ
　－基地局
　図１０は、第２の実施形態に係る基地局１００における処理の概略的な流れの例を説明
するためのフローチャートである。
【０１４６】
　基地局１００（情報取得部３３１）は、第１の送信ビーム選択手法及び第２の送信ビー
ム選択手法の中から一の送信ビーム選択手法を示す指示情報を取得する（Ｓ１００１）。
そして、基地局１００（第１送信処理部３３３）は、指示情報を端末装置２００に送信す
る（Ｓ１００３）。
【０１４７】
　次に、基地局１００（ビーム選択部３３５）は、指示情報が第１のビーム選択手法であ
るか否かを判断する（Ｓ１００５）。ここで、指示情報が第１のビーム選択手法である場
合（Ｓ１００５：ＹＥＳ）には、基地局１００（ビーム選択部３３５）は、上記取得可能
情報に基づき送信ビームを選択する（Ｓ１００７）。一方、指示情報が第１のビーム選択
手法ではない、つまり第２のビーム選択手法である場合（Ｓ１００５：ＮＯ）には、基地
局１００（ビーム選択部３３５）は、ベストビームを送信ビームに選択する（Ｓ１００９
）。
【０１４８】
　そして、基地局１００（第２送信処理部３３７）は、選択した送信ビームにより端末装
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置２００への信号を送信する（Ｓ１０１１）。
【０１４９】
　－端末装置
　図１１は、第２の実施形態に係る端末装置２００における処理の概略的な流れの例を説
明するためのフローチャートである。
【０１５０】
　端末装置２００（第１受信処理部４３１）は、第１の送信ビーム選択手法及び第２の送
信ビーム選択手法の中から一の送信ビーム選択手法を示す指示情報を、基地局１００から
受信する（Ｓ１１０１）。
【０１５１】
　次に、端末装置２００（ビーム識別部４３３）は、指示情報が第１のビーム選択手法で
あるか否かを判断する（Ｓ１１０３）。ここで、指示情報が第１のビーム選択手法である
場合（Ｓ１１０３：ＹＥＳ）には、端末装置２００（ビーム識別部４３３）は、上記取得
可能情報に基づき送信ビームを識別する（Ｓ１１０５）。一方、指示情報が第１のビーム
選択手法ではない、つまり第２のビーム選択手法である場合（Ｓ１１０３：ＮＯ）には、
端末装置２００（ビーム識別部４３３）は、送信ビームがベストビームであると識別する
（Ｓ１１０７）。
【０１５２】
　そして、端末装置２００（第２受信処理部４３５）は、識別した送信ビームに適した受
信ビームより基地局１００からの信号を受信する（Ｓ１１０９）。
【０１５３】
　上記図１０及び図１１に示す処理によれば、無線リソースの使用を抑えつつ、指示情報
に基づいてどのようなビーム選択手法により送信ビームが選択されるかについて端末装置
２００に通知することができる。
【０１５４】
　＜＜６．第３の実施形態＞＞
　続いて、図１２及び図１３を参照して、本発明の第３の実施形態を説明する。上述した
第１の実施形態は、具体的な実施形態であるが、第３の実施形態は、より一般化された実
施形態である。
【０１５５】
　＜６．１．基地局の構成＞
　図１２を参照して、第３の実施形態に係る基地局１００の構成の例を説明する。図１２
は、第３の実施形態に係る基地局１００の概略的な構成の例を示すブロック図である。図
１２を参照すると、基地局１００は、情報取得部１４１及びビーム選択部１４３を備える
。
【０１５６】
　情報取得部１４１及びビーム選択部１４３の具体的な動作は、後に説明する。
【０１５７】
　情報取得部１４１及びビーム選択部１４３は、ベースバンド（ＢＢ）プロセッサ及び／
又は他のプロセッサ等により実装されてもよい。情報取得部１４１及びビーム選択部１４
３は、同一のプロセッサにより実装されてもよく、別々に異なるプロセッサにより実装さ
れてもよい。
【０１５８】
　基地局１００は、プログラムを記憶するメモリと、当該プログラムを実行可能な１つ以
上のプロセッサとを含んでもよく、当該１つ以上のプロセッサは、情報取得部１４１及び
ビーム選択部１４３の動作を行ってもよい。上記プログラムは、情報取得部１４１及びビ
ーム選択部１４３の動作を上記１つ以上のプロセッサに実行させるためのプログラムであ
ってもよい。
【０１５９】
　＜６．２．端末装置の構成＞
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　図１３を参照して、第３の実施形態に係る端末装置２００の構成の例を説明する。図１
３は、第３の実施形態に係る端末装置２００の概略的な構成の例を示すブロック図である
。図１３を参照すると、端末装置２００は、情報取得部２４１及びビーム識別部２４３を
備える。
【０１６０】
　情報取得部２４１及びビーム識別部２４３の具体的な動作は、後に説明する。
【０１６１】
　情報取得部２４１及びビーム識別部２４３は、ベースバンド（ＢＢ）プロセッサ及び／
又は他のプロセッサ等により実装されてもよい。情報取得部２４１及びビーム識別部２４
３は、同一のプロセッサにより実装されてもよく、別々に異なるプロセッサにより実装さ
れてもよい。
【０１６２】
　端末装置２００は、プログラムを記憶するメモリと、当該プログラムを実行可能な１つ
以上のプロセッサとを含んでもよく、当該１つ以上のプロセッサは、情報取得部２４１及
びビーム識別部２４３の動作を行ってもよい。上記プログラムは、情報取得部２４１及び
ビーム識別部２４３の動作を上記１つ以上のプロセッサに実行させるためのプログラムで
あってもよい。
【０１６３】
　＜６．３．技術的特徴＞
　次に、第３の実施形態の技術的特徴を説明する。上述した第１の実施形態は、具体的な
実施形態であるが、第３の実施形態は、より一般化された実施形態である。
【０１６４】
　基地局１００（情報取得部１４１）は、基地局１００と端末装置２００との両方が取得
可能であって通信品質情報および端末装置２００への送信のための送信ビームを示す識別
子のいずれでもない取得可能情報を取得する。そして、基地局１００（ビーム選択部１４
３）は、上記取得可能情報に基づき、複数の送信ビームの候補から、端末装置２００への
送信のための送信ビームを選択する。
【０１６５】
　端末装置２００（情報取得部２４１）は、基地局１００と端末装置２００との両方が取
得可能であって通信品質情報および端末装置２００への送信のための送信ビームを示す識
別子のいずれでもない取得可能情報を取得する。そして、端末装置２００（ビーム識別部
２４３）は、上記取得可能情報に基づき、複数の送信ビームの候補から、端末装置２００
への送信のための送信ビームであって、基地局１００により選択される送信ビームを識別
する。
【０１６６】
　以上のようにして、上記取得可能情報に基づいて、基地局１００が送信ビームを選択す
るとともに、端末装置２００が送信ビームを識別することができる。つまり、無線リソー
スの使用を抑えつつ、基地局１００により使用される送信ビームを端末装置２００が識別
することが可能になる。
【０１６７】
　＜＜７．第４の実施形態＞＞
　次に、第４の実施形態を説明する。上述した第２の実施形態は、具体的な実施形態であ
るが、第４の実施形態は、より一般化された実施形態である。
【０１６８】
　＜７．１．基地局の構成＞
　図１４を参照して、第４の実施形態に係る基地局１００の構成の例を説明する。図１４
は、第４の実施形態に係る基地局１００の概略的な構成の例を示すブロック図である。図
１４を参照すると、基地局１００は、情報取得部３４１及び送信処理部３４３を備える。
【０１６９】
　情報取得部３４１及び送信処理部３４３の具体的な動作は、後に説明する。
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【０１７０】
　情報取得部３４１及び送信処理部３４３は、ベースバンド（ＢＢ）プロセッサ及び／又
は他のプロセッサ等により実装されてもよい。情報取得部３４１及び送信処理部３４３は
、同一のプロセッサにより実装されてもよく、別々に異なるプロセッサにより実装されて
もよい。
【０１７１】
　基地局１００は、プログラムを記憶するメモリと、当該プログラムを実行可能な１つ以
上のプロセッサとを含んでもよく、当該１つ以上のプロセッサは、情報取得部３４１及び
送信処理部３４３の動作を行ってもよい。上記プログラムは、情報取得部３４１及び送信
処理部３４３の動作を上記１つ以上のプロセッサに実行させるためのプログラムであって
もよい。
【０１７２】
　＜７．２．端末装置の構成＞
　図１５を参照して、第４の実施形態に係る端末装置２００の構成の例を説明する。図１
５は、第４の実施形態に係る端末装置２００の概略的な構成の例を示すブロック図である
。図１５を参照すると、端末装置２００は、受信処理部４４１及びビーム識別部４４３を
備える。
【０１７３】
　受信処理部４４１及びビーム識別部４４３の具体的な動作は、後に説明する。
【０１７４】
　受信処理部４４１及びビーム識別部４４３は、ベースバンド（ＢＢ）プロセッサ及び／
又は他のプロセッサ等により実装されてもよい。受信処理部４４１及びビーム識別部４４
３は、同一のプロセッサにより実装されてもよく、別々に異なるプロセッサにより実装さ
れてもよい。
【０１７５】
　端末装置２００は、プログラムを記憶するメモリと、当該プログラムを実行可能な１つ
以上のプロセッサとを含んでもよく、当該１つ以上のプロセッサは、受信処理部４４１及
びビーム識別部４４３の動作を行ってもよい。上記プログラムは、受信処理部４４１及び
ビーム識別部４４３の動作を上記１つ以上のプロセッサに実行させるためのプログラムで
あってもよい。
【０１７６】
　＜７．３．技術的特徴＞
　次に、第４の実施形態の技術的特徴を説明する。
【０１７７】
　基地局１００（情報取得部３４１）は、端末装置２００に信号を送信するための送信ビ
ームを選択するための複数の送信ビーム選択手法のうちの１つの送信ビーム選択手法を使
用することを示す指示情報を取得する。そして、基地局１００（送信処理部３４３）は、
指示情報を、端末装置２００に送信する。
【０１７８】
　端末装置２００（受信処理部４４１）は、基地局１００から、端末装置２００に信号を
送信するための送信ビームを選択するための複数の送信ビーム選択手法のうちの１つの送
信ビーム選択手法を使用することを示す指示情報を取得する。そして、端末装置２００（
ビーム識別部４４３）は、指示情報に基づいて送信ビームを識別する。
【０１７９】
　以上のようにして、無線リソースの使用を抑えつつ、指示情報に基づいてどのようなビ
ーム選択手法により送信ビームが選択されるかについて端末装置２００に通知することが
できる。
【０１８０】
　＜＜８．他の形態＞＞
　以上、本発明の実施形態を説明したが、本発明はこれらの実施形態に限定されるもので
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はない。これらの実施形態は例示にすぎないということ、及び、本発明のスコープ及び精
神から逸脱することなく様々な変形が可能であるということは、当業者に理解されるであ
ろう。
【０１８１】
　例えば、送信ビーム単体に限らず、基地局と端末装置との両方が取得可能であって通信
品質情報および端末装置への送信のための送信ビームを示す識別子のいずれでもない取得
可能情報に基づき、複数の送信ビームをまとめたビームグループ単位で、選択および識別
するようにしてもよい。
【０１８２】
　また、例えば、本明細書に記載されている処理におけるステップは、必ずしもフローチ
ャートに記載された順序に沿って時系列に実行されなくてよい。例えば、処理におけるス
テップは、フローチャートとして記載した順序と異なる順序で実行されても、並列的に実
行されてもよい。また、処理におけるステップの一部が削除されてもよく、さらなるステ
ップが処理に追加されてもよい。
【０１８３】
　さらに、本明細書において説明した基地局の構成要素を備える装置（例えば、基地局を
構成する複数の装置（又はユニット）のうちの１つ以上の装置（又はユニット）、又は上
記複数の装置（又はユニット）のうちの１つのためのモジュール）が提供されてもよい。
本明細書において説明した端末装置の構成要素を備える装置（例えば、端末装置のための
モジュール）が提供されてもよい。また、上記構成要素の処理を含む方法が提供されても
よく、上記構成要素の処理をプロセッサに実行させるためのプログラムが提供されてもよ
い。また、当該プログラムを記録したコンピュータに読み取り可能な非一時的記録媒体（
Non-transitory computer readable medium）が提供されてもよい。当然ながら、このよ
うな装置、方法、プログラム、及びコンピュータに読み取り可能な非一時的記録媒体も本
発明に含まれる。
【０１８４】
　上記実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載され得るが、以下には限ら
れない。
【０１８５】
　（付記Ａ１）
　基地局であって、
　当該基地局と端末装置との両方が取得可能であって通信品質情報および前記端末装置へ
の送信のための送信ビームを示す識別子のいずれでもない取得可能情報を取得する情報取
得部と、
　前記取得可能情報に基づき、複数の送信ビームの候補から、前記端末装置への送信のた
めの送信ビームを選択するビーム選択部と、
を備える基地局。
【０１８６】
　（付記Ａ２）
　前記取得可能情報は、端末装置間で共通の共通情報を含む、付記Ａ１記載の基地局。
【０１８７】
　（付記Ａ３）
　前記共通情報は、時間を示す時間情報を含む、付記Ａ２記載の基地局。
【０１８８】
　（付記Ａ４）
　前記時間情報は、システムフレーム番号、サブフレーム番号、スロット番号、及びミニ
スロット番号のうちの少なくとも１つを含む、付記Ａ３記載の基地局。
【０１８９】
　（付記Ａ５）
　前記取得可能情報は、前記端末装置に固有の情報を含む、付記Ａ１乃至Ａ４のうちいず
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れか１項記載の基地局。
【０１９０】
　（付記Ａ６）
　前記端末装置に固有の前記情報は、前記端末装置への送信に使用される無線リソースに
関するリソース情報を含む、付記Ａ５記載の基地局。
【０１９１】
　（付記Ａ７）
　前記無線リソースは、前記端末装置への制御情報の送信に使用される制御チャネルの無
線リソース、又は、前記端末装置へのデータの送信に使用されるデータチャネルの無線リ
ソースである、付記Ａ６記載の基地局。
【０１９２】
　（付記Ａ８）
　前記制御チャネルは、ＰＤＣＣＨ（Physical　Downlink　Control　Channel）であり、
　前記データチャネルは、ＰＤＳＣＨ（Physical　Downlink　Shared　Channel）である
、
付記Ａ７記載の基地局。
【０１９３】
　（付記Ａ９）
　前記リソース情報は、ＣＣＥ（Control Channel Element）の開始インデックス、ＰＲ
Ｂ（Physical Resource Block）の開始番号、及びＯＦＤＭ（Orthogonal Frequency Divi
sion Multiplexing）シンボル番号のうちの少なくとも１つを含む、付記Ａ６乃至Ａ８の
うちいずれか１項記載の基地局。
【０１９４】
　（付記Ａ１０）
　前記端末装置に固有の前記情報は、前記端末装置への送信に使用される再送制御プロセ
スの識別情報を含む、付記Ａ５乃至Ａ９のうちいずれか１項記載の基地局。
【０１９５】
　（付記Ａ１１）
　前記再送制御プロセスは、ＨＡＲＱ（Hybrid　Automatic　Repeat　reQuest）プロセス
である、付記Ａ１０記載の基地局。
【０１９６】
　（付記Ａ１２）
　前記端末装置に固有の前記情報は、前記端末装置の識別情報である、付記Ａ５乃至Ａ１
１のうちいずれか１項記載の基地局。
【０１９７】
　（付記Ａ１３）
　前記端末装置の前記識別情報は、前記端末装置のＲＮＴＩ（Radio　Network　Temporar
y　Identifier）である、付記Ａ１２記載の基地局。
【０１９８】
　（付記Ａ１４）
　前記取得可能情報は、オフセット値を含み、
　前記ビーム選択部は、前記オフセット値と、過去に選択された送信ビームの識別情報と
に基づき、前記複数の送信ビームの候補から、前記送信ビームを選択する、付記Ａ１乃至
Ａ１３のうちいずれか１項記載の基地局。
【０１９９】
　（付記Ａ１５）
　前記取得可能情報に基づき前記基地局が前記送信ビームを選択することを示す第１の指
示情報を前記端末装置へ送信する第１送信処理部をさらに備える、付記Ａ１乃至Ａ１４の
うちのいずれか１項記載の基地局。
【０２００】
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　（付記Ａ１６）
　前記第１送信処理部は、前記端末装置のためのリソース割当て情報と前記第１の指示情
報とを含むダウンリンク制御情報を送信する、付記Ａ１５に記載の基地局。
【０２０１】
　（付記Ａ１７）
　前記第１の指示情報は、１ビットの情報である、付記Ａ１５又はＡ１６記載の基地局。
【０２０２】
　（付記Ａ１８）
　前記ビーム選択部は、周期的に、前記取得可能情報に基づき前記送信ビームを選択する
、付記Ａ１乃至Ａ１７のうちのいずれか１項記載の基地局。
【０２０３】
　（付記Ａ１９）
　前記取得可能情報に基づき前記送信ビームを選択する周期を示す周期情報を前記端末装
置へ送信する第２送信処理部をさらに備える、付記Ａ１８記載の基地局。
【０２０４】
　（付記Ａ２０）
　前記ビーム選択部は、前記取得可能情報の変更の度に、前記取得可能情報に基づき前記
送信ビームを選択する、付記Ａ１乃至Ａ１７のうちのいずれか１項記載の基地局。
【０２０５】
　（付記Ａ２１）
　前記ビーム選択部は、前記端末装置からの通知情報の受信の度に、前記取得可能情報に
基づき前記送信ビームを選択する、付記Ａ１乃至Ａ１７のうちのいずれか１項記載の基地
局。
【０２０６】
　（付記Ａ２２）
　前記送信ビームは、前記端末装置へのデータチャネルでの送信のための送信ビームであ
る、付記Ａ１乃至Ａ２１のうちのいずれか１項記載の基地局。
【０２０７】
　（付記Ａ２３）
　上記取得可能情報に基づき前記基地局が前記送信ビームを選択するタイミングを示す第
２の指示情報を前記端末装置へ送信する第３送信処理部をさらに備える、付記Ａ１乃至Ａ
２２のいずれか１項記載の基地局。
【０２０８】
　（付記Ａ２４）
　選択された前記送信ビームにより前記端末装置への信号を送信する第４送信処理部をさ
らに備える、付記Ａ１乃至Ａ２３のうちのいずれか１項記載の基地局。
【０２０９】
　（付記Ａ２５）
　端末装置であって、
　基地局と当該端末装置との両方が取得可能であって通信品質情報および当該端末装置へ
の送信のための送信ビームを示す識別子のいずれでもない取得可能情報を取得する情報取
得部と、
　前記取得可能情報に基づき、複数の送信ビームの候補から、当該端末装置への送信のた
めの送信ビームであって、前記基地局により選択される前記送信ビームを識別するビーム
識別部と、
を備える端末装置。
【０２１０】
　（付記Ａ２６）
　基地局と端末装置との両方が取得可能であって通信品質情報および前記端末装置への送
信のための送信ビームを示す識別子のいずれでもない取得可能情報を取得することと、
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　前記取得可能情報に基づき、複数の送信ビームの候補から、前記端末装置への送信のた
めの送信ビームを選択することと、
を含む方法。
【０２１１】
　（付記Ａ２７）
　基地局と端末装置との両方が取得可能であって通信品質情報および前記端末装置への送
信のための送信ビームを示す識別子のいずれでもない取得可能情報を取得することと、
　前記取得可能情報に基づき、複数の送信ビームの候補から、前記端末装置への送信のた
めの送信ビームであって、前記基地局により選択される前記送信ビームを識別することと
、
を含む方法。
【０２１２】
　（付記Ａ２８）
　基地局と端末装置との両方が取得可能であって通信品質情報および前記端末装置への送
信のための送信ビームを示す識別子のいずれでもない取得可能情報を取得することと、
　前記取得可能情報に基づき、複数の送信ビームの候補から、前記端末装置への送信のた
めの送信ビームを選択することと、
をプロセッサに実行させるためのプログラム。
【０２１３】
　（付記Ａ２９）
　基地局と端末装置との両方が取得可能であって通信品質情報および前記端末装置への送
信のための送信ビームを示す識別子のいずれでもない取得可能情報を取得することと、
　前記取得可能情報に基づき、複数の送信ビームの候補から、前記端末装置への送信のた
めの送信ビームであって、前記基地局により選択される前記送信ビームを識別することと
、
をプロセッサに実行させるためのプログラム。
【０２１４】
　（付記Ａ３０）
　基地局と端末装置との両方が取得可能であって通信品質情報および前記端末装置への送
信のための送信ビームを示す識別子のいずれでもない取得可能情報を取得することと、
　前記取得可能情報に基づき、複数の送信ビームの候補から、前記端末装置への送信のた
めの送信ビームを選択することと、
をプロセッサに実行させるためのプログラムを記録したコンピュータに読み取り可能な非
一時的記録媒体。
【０２１５】
　（付記Ａ３１）
　基地局と端末装置との両方が取得可能であって通信品質情報および前記端末装置への送
信のための送信ビームを示す識別子のいずれでもない取得可能情報を取得することと、
　前記取得可能情報に基づき、複数の送信ビームの候補から、前記端末装置への送信のた
めの送信ビームであって、前記基地局により選択される前記送信ビームを識別することと
、
をプロセッサに実行させるためのプログラムを記録したコンピュータに読み取り可能な非
一時的記録媒体。
【０２１６】
　（付記Ｂ１）
　端末装置に信号を送信するための送信ビームを選択するための複数の送信ビーム選択手
法のうちの１つの送信ビーム選択手法を使用することを示す指示情報を取得する情報取得
部と、
　前記指示情報を、端末装置に送信する送信処理部と、
を備える基地局。
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【０２１７】
　（付記Ｂ２）
　端末装置であって、
　基地局が前記端末装置に信号を送信するための送信ビームを選択するための複数の送信
ビーム選択手法のうちの１つの送信ビーム選択手法を使用することを示す指示情報を、前
記基地局から受信する受信処理部と、
　前記指示情報に基づいて、前記基地局により選択される送信ビームを識別するビーム選
択部と、
を備える端末装置。
【０２１８】
　（付記Ｂ３）
　端末装置に信号を送信するための送信ビームを選択するための複数の送信ビーム選択手
法のうちの１つの送信ビーム選択手法を使用することを示す指示情報を取得することと、
　前記指示情報を、端末装置に送信することと、
を含む方法。
【０２１９】
　（付記Ｂ４）
　基地局が端末装置に信号を送信するための送信ビームを選択するための複数の送信ビー
ム選択手法のうちの１つの送信ビーム選択手法を使用することを示す指示情報を、前記基
地局から受信することと、
　前記指示情報に基づいて、前記基地局により選択される送信ビームを識別することと、
を含む方法。
【０２２０】
　（付記Ｂ５）
　端末装置に信号を送信するための送信ビームを選択するための複数の送信ビーム選択手
法のうちの１つの送信ビーム選択手法を使用することを示す指示情報を取得することと、
　前記指示情報を、端末装置に送信することと、
をプロセッサに実行させるためのプログラム。
【０２２１】
　（付記Ｂ６）
　基地局が端末装置に信号を送信するための送信ビームを選択するための複数の送信ビー
ム選択手法のうちの１つの送信ビーム選択手法を使用することを示す指示情報を、前記基
地局から受信することと、
　前記指示情報に基づいて、前記基地局により選択される送信ビームを識別することと、
をプロセッサに実行させるためのプログラム。
【０２２２】
　（付記Ｂ７）
　端末装置に信号を送信するための送信ビームを選択するための複数の送信ビーム選択手
法のうちの１つの送信ビーム選択手法を使用することを示す指示情報を取得することと、
　前記指示情報を、端末装置に送信することと、
をプロセッサに実行させるためのプログラムを記録したコンピュータに読み取り可能な非
一時的記録媒体。
【０２２３】
　（付記Ｂ８）
　基地局が端末装置に信号を送信するための送信ビームを選択するための複数の送信ビー
ム選択手法のうちの１つの送信ビーム選択手法を使用することを示す指示情報を、前記基
地局から受信することと、
　前記指示情報に基づいて、前記基地局により選択される送信ビームを識別することと、
をプロセッサに実行させるためのプログラムを記録したコンピュータに読み取り可能な非
一時的記録媒体。
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【０２２４】
　この出願は、２０１７年１月５日に出願された日本出願特願２０１７－０００７０３を
基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
【産業上の利用可能性】
【０２２５】
　移動体通信システムにおいて、無線リソースの使用を抑えつつ、基地局により使用され
るビームを端末装置が識別することができる。
【符号の説明】
【０２２６】
　１　システム
　１０、１００　基地局
　１３１、１４１、２３１、２４１、３３１、３４１　情報取得部
　１３３、１４３、３３５　ビーム選択部
　１３５、３３３　第１送信処理部
　１３７、３３７　第２送信処理部
　１３９、４１１　受信処理部
　２０、２００　端末装置
　２３３、２４３、４３３、４４３　ビーム識別部
　２３５、４３１　第１受信処理部
　２３７、４３５　第２受信処理部
　２３９、３４３　送信処理部
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